
   置賜広域行政事務組合パブリック・コメント制度実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関し必要な事項を定めることにより、

政策形成過程における住民参画の機会を確保するとともに、住民等への説明責任を果た

し、行政運営の公正性及び透明性を図り、もって住民等と行政との協働による開かれた

広域行政の推進に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) パブリック・コメント制度 置賜広域行政事務組合（以下「組合」という。）の基本

的な政策に係る施策（以下「施策」という。）の案（条例にあっては、条例の素案又は

骨子をいう。以下同じ。）を公表した上で住民等から意見を募集し、それらの意見を参

考として施策の決定を行うとともに、提出された意見とそれに対する組合の考え方を

公表する一連の手続をいう。 

 (2) 住民等 次に掲げるものをいう。 

  ア 置賜３市５町内（以下「圏域内」という。）に住所を有する者 

  イ 圏域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は圏域内に存する学校に在学

する者 

  ウ その他当該施策に利害関係を有するもの 

 （対象） 

第３条 パブリック・コメント制度の対象となるものは、次に掲げるものとする。 

 (1) 組合の基本的な政策に関する計画、指針等の策定又は改定 

 (2) 住民生活に密接に関連する重要な制度の制定又は改廃 

 (3) その他理事会が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、パブリック・コメント制

度を実施しないことができる。 

 (1) 迅速又は緊急な対応を要するもの 

 (2) 軽微な変更と認められるもの 

 (3) 裁量の余地がないもの 

 (4) 審議会等がこの要綱に規定する手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基

づき施策の決定を行うもの 

 (5) 施策の決定を行う際に、意見聴取等の方法が法令等に定められているもの 

 （施策の案の公表） 

第４条 理事会は、施策を決定しようとするときは、あらかじめ当該施策の案を住民等へ

公表するものとする。 

２ 理事会は、前項の規定により施策の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公
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表するものとする。 

 (1) 施策の案の趣旨、目的及び背景 

 (2) 施策を立案するに当たっての考え方 

 (3) 前２号に掲げるもののほか参考となる資料 

 （公表の方法） 

第５条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

 (1) 組合のホームページへの掲載 

 (2) 事務局総務課、広域交流拠点施設（余熱利用施設）、養護老人ホーム南陽やすらぎ荘、

各クリーンセンター、消防本部及び各消防署における閲覧又は配布 

 (3) その他理事会が指定する場所における閲覧又は配布 

 （意見の提出） 

第６条 理事会は、施策の案の事前公表をしたときは、２０日以上の期間を設けて、意見

を受け付けなければならない。 

２ 意見の提出は、次に掲げる方法によるものとする。 

 (1) 理事会が指定する場所への持参 

 (2) 郵便 

 (3) ファクシミリ 

 (4) 電子メール 

３ 意見を提出しようとする住民等は、住所、氏名、電話番号その他の必要な事項を明示

しなければならない。 

 （意見の取扱い） 

第７条 理事会は、提出された意見を参考とし、施策の決定を行うものとする。 

２ 理事会は、施策の決定を行ったときは、提出された意見の概要及び提出された意見に

対する理事会の考え方を公表しなければならない。この場合において、公表の方法は、

第５条の規定による方法に準じて行うものとする。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度に関し必要な事項は、

理事会が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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